
第１２２号 平成３０年７月１日
美奈宜の杜区会
コミ協 生活環境部会

○村山さん　　　

—編集後記— 区会だより（羅針盤）を５０回作りました

Ｈ２６年の５月の７２号から今月は122号と、50号の区会だよりを作ってきました。ひたすら、街や周辺地区で起きている課題やその

対策、交渉状況等をお伝えしてきました。記事を読まれて、ご意見を頂くことが時々はあり、一方通行ではなかったと安心しつつ無難

に波風を立てず、今日までやってくることが出来ました。もっと面白い記事をとか、役に立つ内容を書いたらとのご意見も頂きますが

生活環境の記事とは地味なもので、波乱万丈なら街は大変になってしまいます。今年も退屈な内容を書き続けますが、ゴミ箱直行

にはしないでください。楽しい記事を連載したい方は、是非お知らせください。もれなく最優先で掲載します。 福元記

羅針盤 区会だより 

ダンプカーの通行による苦情への対策 

☆７月の資源ごみ回収のご案内 今月は夜間回収をします 

 ６月１１日の資源ごみの回収は、雨のため中止してご迷惑を掛けました。 

 今月（７月９日（月））の回収は、通常回収の他、夜間回収を実施しますので、ご利用ください。 

  通常回収 ９：００～１０：００   夜間回収 １８：００～１９：００ 

 当日は９時前から準備していますので、早めに来ていただいて構いません。また、付近の住民の皆様にご迷惑

を掛けないため、車で来場される方は、健生館（高齢者施設）側から入ってきてください。        区会役員

☆住民懇談会のお知らせ 

 Ｈ３０年度 第１回の住民（地区）懇談会を下記の通り実施します。 

  ７月 ８日（日）  第３街区（１．２．３丁目）  １０：００～  文化教室②  

  ７月１５日（日）  第１街区（５丁目）             〃 

  ７月２２日（日）  第２街区（６．７丁目）           〃 

 共通報告 ○ 街のイベントへのご参加、ご協力のお願い（コミ協） 

        ○ 災害防止（自主防災）と近隣地区との連携に関して（コミ協） 

        ○ 美奈宜の杜クリニックの利用のお願い（社協） 

        ○ 街内の草木捨て場の利用について（区会） 

        ○ 区会の活動、組織の見直しに着手します（区会） 

☆一斉ノーポイ運動を実施します 

 ７月２８日（土） ８:３０～一斉ノーポイ運動を実施します。 
 雨天の場合は、翌２９日（日）に順延します。詳細の案内は、各街区ごとに連絡します。当日は地区 

 役員が作業内容を説明します。暑い時期ですので、体調管理を十分にして頂き、無理のないように 

 ご参加をお願いします。                                 （区会 

★住民活動費に関する検討会議 Ｈ３０年度の活動計画 

 本会議は、Ｈ３０年度も新たに委員を選出して検討会議を行います。新委員は、住民有志３名、 

住民３組織７名で、次の事項を検討して、今年中には住民への説明会を開催する予定です。 

 ①住民組織の活動費の増額要望への対処策  

 ②公共設備等の地元負担（金）に関する検討と対策 

 ③西ビルの管理費の検証と街の将来（ビジョン）への提言 

 活動費としての増額を前提とせず、現状を見直したり、行政に要望できる事項などを検討し、将来

に備える仕組みや、西ビルと協調した街のインフラの維持策の提言を行います。（座長 福元記） 

★太陽光発電所の建設工事が始まります 

 以前より計画があり、建設について説明会の開催や進展情報を連絡していました、五郎丸池上部
の「大隈」の太陽光発電所の建設工事が始まります。事業主との主な約束は、以下の通りです。 

 ①工事中は、交通安全のため誘導員を配置し一般車の通行を優先する。 

 ②工事期間 Ｈ３０年６月～Ｈ３１年６月 

 ③工事時間・休日  ８：００～１７：００  日祝日、お盆、年末年始は休日 

 ④工事中はもちろん、事業開始後も、災害や苦情があれば速やかに対処する。  

 ⑤将来に亘り、この施設の増設や美奈宜の杜周辺で、同様な開発をしない。     （福元記） 

 
 

 最近、街内を通行するダンプカーや大型トラックが増加し、騒音、振動、ホコリなどへの苦情が

出ていますので、その原因と苦情への対策について報告します。 

○通行が増えた原因 

  昨年の九州北部豪雨から１年経ちますが、未だ復旧作業が続いており、隣の水の文化村 

 のグランド、駐車場は、土砂や木材の仮置き場として使用されています。また、小石原川ダ 

 ムの工事もこの災害の影響を受けて、市道田代矢野竹線の迂回路としての使用が、１年間 

 （来年９月まで）の延長となり、しばらくは工事関係の車両の通行が続きます。 

  今年５月頃からは、出水期（梅雨、台風シーズンの雨の時期）に備え、河川の復旧工事や、 

 災害対策工事が集中的に始まり、土砂の運搬、重機の搬入搬出が増加しました。 

  通行するダンプカーは、国土交通省（掲載プレート赤）、林野庁（緑）、福岡県／農林（オレ 

 ンジ）、県土整備（黄）、朝倉市／農林（白）、市都市計画（水色）など、９公共機関の復旧事 

 業に従事しています。また、搬入だけでなく搬出もあり、今後も多くの車両が通行します。  

○今後の見通し 

  災害復旧は、発生から５年間を目標としていますので、水の文化村へのダンプの出入りは、 

 今年も含め、最長４年間続く可能性があります。 

○街としての対策 

 １）街内通行時の静粛な運転を、市を通じて前出の各機関、水資源機構に要請しています。 

 ２）路面の傷んだ個所の迅速な補修等を要請していきます。 

   今年は、特に痛みの激しい６丁目の市道の全面舗装が実施されます。 

   来年は、７丁目の通りの舗装を要請しています。 

 ３）街の入り口（１丁目、６丁目、７丁目）に、「静かに通行をお願いします」などの内容の看 

   板の設置を市にお願いし、市は検討中です。 

 ４）大型車は通行時に、街路樹の枝やマンホールでのバウンドを避けるため、センターライン 

   をまたいで走っています。事故防止の観点からも、街路樹の枝の剪定を随時お願いして 

   いますが、住民も車運転時には、大型車と対向の場合は注意をしてください。 

 ５）落ちた土砂が、ホコリとならないように散水をする約束ですが、現地でないと状況が分か 

   らないこともあります。散水が必要と感じた場合は、市建設課に直接ＴＥＬしてください。 

街内の市道は公共道路のため、簡単には通行制限や規制はできません。またこの街同様に三

奈木、田代地区からも、各種の苦情が市に寄せられています。災害復旧のためにと、我慢すると

しても、日常生活への影響には、しっかりした対策や改善が必要です。気付かれたことや、早急

に修理が必要な場所などの申し出は、区会やコミ協に伝えて頂ければ、関係官庁に対策を要請

してまいります。                                    （福元記）                                                                                                                                              

新しい住民さん 


